
定期建物賃貸借契約書 

 

 賃貸人名古屋市（以下「甲」という。）と賃借人〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇      

（以下「乙」という。）とは、甲の所有する別記 1 記載の建物（以下「本件建物」という。）

について、借地借家法第38条に定める定期建物賃貸借契約（以下「本件契約」という。）

を次のとおり締結する。 

 

（目的） 

第 1 条 甲と乙は、以下の条項により借地借家法（平成 3 年法律第 90 号）第 38 条に定

める定期建物賃貸借契約を締結する。 

（用途の指定等） 

第 2 条 乙は、本件建物を名古屋市科学館食堂出店及び自動販売機設置募集要項（以下

「要項」という。）に定める用途に使用しなければならない。 

 2  乙は、本件建物を前項の用途に供するにあたり、要項の内容を遵守しなければなら

ない。 

 3  乙は、本件建物を、次の各号に定める用途に供し、又は供させてはならない。 

(1) 政治的又は宗教的な用途 

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第 2 

条第 1 項に規定される風俗営業、同条第 5 項に規定される性風俗関連特殊営業その

他これらに類する業の用途 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2 条第 

2 号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある

団体等に指定されているものを利する用途 

(4) 著しく近隣環境を損なうことが予想される用途 

(5) 前2号のほか、甲が公序良俗に反すると認める用途 

（貸付期間） 

第 3 条 本件建物の貸付期間は、令和2年10月1日から令和7年9 月30日までとする。 

 2  本件契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新がないものとする。 

 3  甲は、本契約の期間の満了の 1 年前から 6 か月前までの間に乙に対し、期間の満了

により賃貸借が終了する旨を書面で通知するものとする。 

 4  乙は、前項に規定する甲からの通知がないときは、第 1 項の期間満了後においても

本件建物を引き続き賃借することができる。ただし､甲が通知期間の経過後乙に対し、

期間の満了により賃貸借が終了する旨を通知したときは、その通知の日から 6 か月を

経過した日に賃貸借は終了するものとする。 

（貸付料） 

第 4 条 本件建物の貸付料は、月額金○○○○○○円（税込）とする。 

 2  乙は、前項に定める貸付料を、甲の発行する納入通知書により、記載された期限ま

でに納付しなければならない。支払時期は下表のとおりとする。 



区  分 納期限 

令和2年10月分～令和7年9 月分（各年度 4 月分を除く） 前月の末日 

令和3年4月分～令和7年4 月分のうち各年度 4 月分のみ 各年度の 4 月末日 

 3  日数が 1 か月に満たない場合は、 1 か月を30日として日割り計算により支払うこと

とし、円未満を切り上げる。 

 4  甲は、法令の改廃により貸付料に消費税その他の名目の如何を問わず売上課税がな

されるに至ったときは、貸付料額に、法令に基づく課税額を自動的に加算して請求す

ることができる。 

 5    既納の貸付料のうち未経過分については、賃貸借期間内において甲の都合により本

契約を解除した場合、又は甲が乙の責めに帰することができない事由があると認めた

場合のほか、これを還付しない。 

（契約保証金） 

第 5 条 乙は、契約保証金として金○○○○○○円を、甲の発行する保証金納付書によ

り、甲が定める期限までに納付しなければならない。 

 2  甲は、本件契約の終了に伴い、契約条項に違反等がない場合には、乙の請求により

契約保証金の全額を返還する。この場合において、本件契約に基づいて生じた乙の債

務で未払いのものがあるときは、甲は、未払い債務額を差し引いた残額を返還する。 

 3  前項の場合において、返還すべき保証金には利息を付さないものとし、契約保証金

から差し引く金額がある場合は、甲はその内訳を乙に明示しなければならない。 

 4  乙は、契約保証金をもって、本件契約から発生する乙の甲に対する債務の弁済に充

当することを請求できない。 

（貸付料の改定） 

第 6 条 契約期間中の貸付料の変更は行わないものとする。ただし、貸付料が土地の価

格の上昇若しくは下落その他経済事情の変動により、又は、周辺の建物の貸付料など

に比較して著しく乖離した場合には、甲乙協議により将来に向かって見直しを行うこ

とができる。 

（光熱水費等） 

第 7 条 乙は、甲が別に定める方法により算定した電気料金、上下水道料金は、甲発行

の納入通知書により納入期限までに納入すること。ガス料金については、乙が個別に

ガス会社と契約すること。 

（延滞金） 

第 8 条 乙は、本件契約に基づき負担する貸付料その他の金員の支払いを遅滞したとき

は、その金員に対し名古屋市契約規則（昭和39年名古屋市規則第17号）第33条第 1 

項に定める割合を乗じて算定した延滞金を甲に支払わなければならない。 

（充当の順序） 

第 9 条 乙が貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及

び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。 



（財務調査等） 

第 10条 甲は、貸付期間中いつでも、乙に対し、財務諸表の提出を求めることができる。 

 2  乙が、第4条第1項に定める期間までに貸付料を支払わないときは、甲は乙に対し、

乙に関する資産状況の調査を求めることができる。 

 3  乙は、前2項に定める甲の求めに対し、誠意を持って対応しなければならない。 

４ 甲は、第 1項及び第 2項により知りえた情報を、正当な理由なく第三者に知らせて

はならない。 

５ 第 2 項の場合において、乙は、甲が本契約と同種の契約を乙との間で締結している

国又は地方公共団体と、乙の債務の支払い状況を相互に取得し、かつ、提供すること

について、予め同意する。 

（届出事項） 

第 11条 乙は、その住所（法人の場合にあっては、本店所在地）または氏名（法人の場

合にあっては、商号または代表者）に変更があったときもしくはその地位について合

併等による包括承継その他変動が生じたときは、書面により速やかに甲に届け出なけ

ればならない。 

（契約不適合責任） 

第 12条 乙は、本契約を締結した後、貸付物件が品質又は数量に関して、契約の内容に

適合しないこと（以下「契約不適合」という。）を発見しても、当該契約不適合を理

由とした履行の追完の請求、貸付料の減免の請求又は損害賠償等の請求をすることが

できない。 

（権利譲渡等の禁止） 

第 13条 乙は、甲の承認を得ないで本件建物を第三者に転貸し、又は本件契約によって

生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、若しくはその権利を担保に供す

ることができない。 

（物件保全等義務） 

第 14条 乙は、善良な管理者としての注意をもって本件建物の維持保全に努めなければ

ならない。 

 2  乙は、乙の責めに帰すべき事由により本件建物を損傷した場合は、これを原状回復

するか、又は甲の定める損害賠償金を支払うものとする。 

 3  乙は第 1 項の規定に違反するなど自己の責めに帰すべき事由によって第三者に損害

を与えた場合には、その賠償の責めを負うものとする。 

（修繕費の負担） 

第 15条 甲又は乙が設置した厨房設備・什器・備品類等に関する日常的な維持管理・修

繕の費用は、乙の負担とする。 

（調査協力義務） 

第 16条 甲は、本件建物について随時その使用状況を実地に調査することができる。こ

の場合において、乙は、これに協力しなければならない。 

（違約金) 



第17条 乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を違約

金として甲に納付しなければならない。 

(1) 第 2 条第 3 項各号の定めに違反したときは、金○○○○○○円（保証金の100分の

30に相当する額。） 

(2) 本件建物を第 2 条第 1 項に定める用途以外の用途に供したときは、金○○○○円

（保証金の100  分の30に相当する額。） 

(3) 第14条の定めに違反して、甲の承認を得ることなく、本件建物を第三者に転貸し、

本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権

利を担保に供したときは、金○○○○○○円（保証金の100 分の30に相当する額。） 

(4) 前条に定める調査協力義務を怠ったときは、金○○○○○○円（保証金の100分

の10に相当する額。） 

  2  前項に定める違約金は、第21条に定める損害賠償の予定額の全部又はその一部と解

釈しない。 

（契約の解除） 

第 18条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は本件契約を解除することができる。 

(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため本件建物

を必要とするとき 

(2) 乙が第 2 条に違反して、本件建物を使用したとき 

(3) 乙が第 4 条に違反して、貸付料の支払いを 3 か月以上怠ったとき 

(4) 乙が第13 条に違反して、無断で本件賃借権等の譲渡、転貸等を行なったとき 

(5) 乙が第 15 条に違反して、故意又は過失により本件建物を荒廃にいたらしめたと

き 

(6) その他乙に本件契約を継続しがたい重大な背信行為があったとき 

（期間内解約） 

第 19条 乙は、本件貸付期間中に、甲に対して本件契約の解除を申し入れることができ

る。この場合、本件契約は、乙の解除申し入れ後 3 か月を経過したことにより終了す

るものとする。ただし、当該申し入れ時に貸付けの存続期間が 3 か月未満のときは、

貸付期間の満了をもって終了するものとする。 

 2  乙は、前項の解約の申し入れ時において、貸付料の 3 か月分（前項ただし書きの場

合においては当該存続期間分）に相当する金額を甲に支払うことにより、本件契約を

直ちに解約することができる。 

（契約の失効） 

第 20条 天災地変により、本件建物が使用できなくなり、本件契約を継続することが困

難となったときは、本件契約は失効するものとする。 

 2  前項の場合には、甲乙相互に損害賠償の請求をしない。 

（原状回復義務） 

第 21条 貸付期間が満了し、又はその他の事由により本件契約が終了する場合には、乙

は、自己の費用をもって本件建物を原状に回復して甲に返還しなければならない。た



だし､甲が特に必要がないと認めるときはこの限りでない。 

 2  乙は、前項の規定により甲に本件建物を返還するときは、原状に復した後、直ちに

甲の検査を受け、甲の承認を得なければならない。 

 3  本件契約が終了したにもかかわらず、乙が本件建物を返還しない場合は、本件契約

終了の翌日から本件建物の明渡し完了までの間、乙は甲に対し貸付料相当額の使用損

害金を支払うほか、甲に損害ある場合は、使用損害金とは別にその損害の全額を賠償

しなければならない。 

（損害賠償） 

第 22条 乙は本件契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その

損害を賠償しなければならない。 

（有益費等の放棄） 

第 23条 乙は、本件契約が終了した場合、終了事由に関わらず、本件建物に投じた有益

費、必要費及びその他の費用があってもこれを甲に請求することができない。 

（契約の費用） 

第 24条 本件契約の締結、履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。 

（疑義の決定） 

第 25条 本件契約に定めのない事項又は本件契約に関し疑義のあるときは、甲乙誠意を

持って協議のうえ決定する。 

（裁判管轄） 

第 26条 甲乙間の権利義務に関し協議が整わず、訴訟を提起する場合については、名古

屋地方裁判所を管轄裁判所とする。 

 

別記 1  

貸付場所・所在地番 貸付面積等 

名古屋市科学館東館 1  階食堂部分並びに生命館 1 

階、理工館 3 階及び7階休憩室の自動販売機部分 

名古屋市中区栄二丁目17番 1 号 

食堂厨房部分 216.10㎡ 

自動販売機部分 14台分 

 

 上記の契約の締結を証するため本書 2 通を作成し両者記名押印のうえ各自その  1 通を

保有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



  令和  年  月   日 

 

甲 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 

        名古屋市 

代表者 名古屋市長 河村 たかし 

 

 

乙 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 


